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  案件 

次期総合計画の策定に向けた取組について 

企画課 
 

１．政策等の背景・目的及び効果 

現行の第５次枚方市総合計画基本計画（以下、「現行計画」といいます。）が令和９年度（2027

年度）末をもって計画終期を迎えることから、次期総合計画の策定の考え方等につきまして、令和

７年11月の総務委員協議会において報告を行ったところです。 

今般、策定に向けた取組を本格化させていくにあたり、今後の取組等について報告を行うもので

す。 

また、公募型プロポーザル方式により選定を進めてきました、次期総合計画の策定業務に係る支

援事業者が決定しましたので、あわせて報告を行います。 
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２．内容 

（１）計画策定に向けた取組の概要 

 次期総合計画の策定にあたっては、本市を取り巻く社会情勢の変化をはじめ、現行計画の成果や

課題等の総括、将来人口推計、各行政分野における未来予測などの基礎的データの分析などを踏ま

えるとともに、市民、市内事業者などへのアンケートや市民等に参画いただくワークショップなど、

様々な機会を通して聴取する多様な主体のまちづくりに対するご意見や考えのもと、本市の未来の

あるべき姿を見定めながら、総合計画審議会（※）や庁内委員会、若手職員が主体となり、部署の

垣根を超えて検討を行うプロジェクトチームなどの策定体制において検討を進めていきます。 

また、市議会には、適宜取組に係る進捗等を報告するとともに、ご意見をお聴きしながら策定を

進めていきます。 

※総合計画審議会委員名簿は別紙のとおり。 
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（２）具体的な取組 

①基礎的データの分析 

現行計画における成果の検証等により、次期総合計画へ継承すべき目標や課題等を洗い出すと

ともに、本市の行政需要や行政運営に対して、人口減少や少子高齢化の進展、経済情勢などとい

った社会的な変化が与える影響について、長期的な視点での分析を行います。 

 

（ア）現行計画の総括 

   現行計画は、実行計画と施策指標の進捗管理により、その推進状況を確認するとしているこ

とから、現行計画の総括にあたっては、これまでの第１期から第３期までの実行計画及び施策

指標を総括的に評価することにより行います。なお、第３期実行計画については、現在計画期

間中であることから、現時点での進捗状況とあわせて、計画最終年度である令和９年度末時点

での達成見込みを踏まえて評価を行います。 
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（イ）将来人口推計 

   住民基本台帳を基準とし、地域別・小学校区別の人口及び世帯数を推計します。推計にあた

っては、出生・死亡による自然動態と、転入・転出による社会動態をそれぞれ推計しながら、

中・長期的な人口の推移や年齢構成の変化の分析を行い、地域の将来に与える影響分析の基礎

資料とします。 

 

（ウ）未来予測 

   将来人口推計を基礎として、人口の推移や年齢構成等の将来的な変化を踏まえ、子育て・教

育・医療・介護・公共インフラなど複数の分野に関する行政需要等の見通しや今後顕在化する

課題を分析します。作成にあたっては、本市の各行政計画等に位置付けられる見通しなども加

味しながら進めます。 
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②多様な主体のまちづくりに対するご意見等の把握 

市民や事業者など多様な主体のまちづくりに対するご意見や考えについて、様々な機会を通し

て広く把握をしながら、未来のまちのあるべき姿を見定め、次期総合計画へ反映をしていきます。 

 

（ア）ワークショップ 

市民や事業者に参画いただき、ともに未来の枚方を考えるワークショップを開催します。こ

のワークショップを通じて、出された意見等については次期総合計画を策定していく中で活用

をしていくとともに、まちづくりの主体である市民や事業者等のまちへの愛着やまちづくりへ

の参画意識の醸成にもつなげます。また、ワークショップの中で議論し作り上げた未来の枚方

については、生成ＡＩを活用し「未来キャンバス」として１枚のイラストとして視覚化を行い、

市内のイベント等で展示を行う予定です。 

   【取組概要】 

    ・日 時 令和８年６月上旬から８月下旬まで 全５回（各２時間程度） 

    ・参加予定 市民32名、事業者等６者 
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  （イ）各種アンケート 

生活満足度や市の施策に対する考え、今後のまちのあり方やまちづくりに対するご意見など

について、多様な主体や年代からのご意見を広くお聞きするためにアンケートを実施します。

 アンケート項目等を作成するにあたっては、対象となる主体や年代に応じた的確な項目設定

が必要であることから、総合計画審議会をはじめとする専門的な知見の活用や他市のアンケー

ト内容なども参考にしながら、より効果的な意見聴取につなげていきます。 

アンケート調査 対象者 調査時期 

市民アンケート 22歳以上の市民（3,000人） 令和８年６月～ 

事業者、NPO法人

アンケート 

・事業者（市内1,000社） 

・NPO法人（市内全法人） 
令和８年６月～ 

子ども、若者ア

ンケート 

小学校高学年、中学生、高校生、大学生等 

10歳～21歳の市民（3,000人） 
令和８年６月～ 
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（ウ）その他の取組 

   可能な限り広く市民や事業者の意見を把握するために、庁内各部署においてこれまで実施し

たアンケートや市長への提言などといった既存の市民意見等についても分析を進めるとともに、

策定に向けた取組を進める中で、意見聴取の対象や新たな手法の追加、アンケート内容のさら

なる深堀り等について検討を行い、適宜追加の取組を行います。 

   

（３）策定業務に係る支援事業者 

公募型プロポーザル方式にて選定を進めてきました策定業務に係る支援事業者については、

市長の附属機関である「枚方市総合計画等策定支援業務事業者選定審査会」からの答申を踏ま

えて、以下のとおり決定し契約を行いました。 

事業者名：アビームコンサルティング株式会社 

契約期間：令和８年５月～令和10年５月 

契約金額：29,400千円 
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３．策定スケジュール（予定）  

令和８年（2026 年）５月 

６月～ 

           

           

８月 

12 月 

・総務委員協議会において取組内容等を報告 

・現行計画の検証、アンケート調査、ワークショップ

等の実施、将来人口推計・未来予測の作成 

・総合計画審議会、庁内策定体制における検討開始 

・総務委員協議会において取組の進捗状況等を報告 

・総合計画試案の作成 

令和９年度（2027 年度）   

 

 

 

・総合計画素案の作成 

・パブリックコメント等の実施 

・総合計画の策定について議案提出 

・総合計画の確定、公表 

※市議会へは適宜報告を行います。 
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４．総合計画等における根拠・位置付け 

  枚方市総合計画 
                 

 

５．関係法令・条例等 

  枚方市総合計画策定条例、枚方市議会基本条例、まち・ひと・しごと創生法 

 

６．事業費・財源及びコスト 

《令和８年度事業費》  22,402千円 

支出内訳 委員報酬       1,045千円 

策定支援業務委託料 19,000千円 

事務経費       2,357千円 

 ※令和９年度以降見込み    10,400千円（策定支援業務委託料） 
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別 紙 

枚方市総合計画審議会  委員構成 

 
委員名五十音順 


